別添２の別添様式

令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書の提出について
（地域資源活用価値創出対策）
地域資源活用価値創出推進事業（農泊推進型）及び
地域資源活用価値創出整備事業（農泊推進型）

令和８年度農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）地域資源活用価値創出推進事業（農泊推進型）及び地域資源活用価値創出整備事業（農泊推進型）の実施要領、公募要領に定める要件及び配分基準、注意事項等を全て了解した上で、下記のとおり、令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書を提出します。

１　提案者
（１）農泊推進事業、人材活用事業
	フリガナ
	　

	事業実施主体名
	　

	組織形態
	

	事業実施地域の所在する都道府県・市町村
	

	フリガナ
	　

	代表者役職及び氏名
	　

	事務局名
	　

	事務局の所在地
	　

	事務局の連絡先TEL
	　

	事務局の連絡先E-mail
	　

	法人番号
	　



（２）農家民宿転換促進費、市町村・中核法人実施型、農家民泊経営者等実施型
	フリガナ
	　

	事業実施主体名
	　

	組織形態
	

	事業実施地域の所在する都道府県・市町村
	

	フリガナ
	　

	代表者役職及び氏名
	　

	事業実施主体の所在地
	

	事業実施主体の連絡先TEL
	　

	事業実施主体の連絡先E-mail
	　

	法人番号
	　




	過去３年以内に、令和８年度農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）地域活性化型、農泊推進型、農福連携型事業（全国単位の取組提案者向け事業を除く。）公募要領　第２の３の（１）又は（２）に該当することにより、補助事業等の交付決定の取消しを受けた、又は補助金等の返還を行った者（地方公共団体を除く。）ではない。 
	


注　補助事業等の交付決定の取消しを受けた、又は補助金等の返還を行った者（地方公共団体を除く。）でなければ、「○」を記入してください。 

	


２　提出先　　　

取組を行う事業の欄に「〇」を記入してください。

３　提案するメニュー
	（１）地域資源活用価値創出推進事業
	　

	ア　農泊推進事業（農泊地域創出タイプ）
	　

	イ　農泊推進事業（農泊地域経営強化タイプ）
	　

	ウ　農泊推進事業（インバウンド食関連消費拡大タイプ）
	　

	エ　人材活用事業（研修生タイプ）
	　

	オ　人材活用事業（専門家タイプ）
	　

	カ　農家民宿転換促進費
	

	（２）地域資源活用価値創出整備事業
	

	ア　市町村・中核法人実施型
	

	イ　農家民泊経営者等実施型
	


注　（１）エ又は（１）オは（１）アからウのいずれかと併用必須、（１）エ又は（１）オのみは不可
（１）カは（２）イと併用必須、（１）カのみは不可
（２）ア及び（２）イはどちらかのみ


４　関係する都道府県及び府省庁へ提案書類を開示することについての意向

	開示意向
	　


※開示可能な場合は「○　可能」を、不可とする場合は「×　不可」を記入してください。

５　事業において設定する成果目標及び現況値等ポイント
　　別紙様式１号のとおり

６　事業実施提案内容　　　
　　別紙１「令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書」のとおり

７　添付資料
　　別紙２「提案書の提出における添付資料一覧表」のとおり

８　農泊推進事業及び施設整備事業共通事項
　　事業実施地域が下表のいずれかを含む地域に該当するか、該当する項目すべてに「〇」を付してください。該当するものすべてに「〇」を記入してください。


	1 　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第72号）第２条第４項に基づき公示された特定農山村地域
	

	2 　山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定に基づき指定された振興山村
	

	③　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条第１項（同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する過疎地域（※）
※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第３条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第 41 条第１項若しくは第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含む。）、第 42 条又は第 44 条第４項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、令和３年度から令和８年度までの間に限り、同法附則第５条に規定する特定市町村（同法附則第６条第１項、第７条第１項及び第８条第１項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。）を、令和３年度から令和９年度までの間に限り、同法附則第５条に規定する特別特定市町村（同法附則第６条第２項、第７条第２項及び第８条第２項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。）を含む
	

	4 　半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部の地域
	

	5 　離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域の全部又は一部の地域
	

	6 　沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第３条第１号に規定する沖縄
	

	7 　奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第１条に規定する奄美群島
	

	8 　小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第４条第１項に規定する小笠原諸島
	

	9 　豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯
	

	10 　棚田地域振興法（令和元年法律第42号）第７条第１項の規定に基づき指定された指定棚田地域
	

	11 　旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法（昭和27年法律第135号）第３条第１項の規定に基づき指定された地域又は受益地内の平均15度以上の地域（水田地帯を除く。）
	

	12 　「農林統計に用いる地域区分の制定について」（平成13年11月30日付け13統計第956号農林水産省大臣官房統計情報部長通知）における中間農業地域又は山間農業地域の基準に該当する地域
	

	13 　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定に基づき指定された農業振興地域
	

	⑭　漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137号）第６条第１項から第４項までの規定に基づき指定された漁港の背後集落及び漁業センサスの対象となる漁業集落
	




[bookmark: _Hlk184384890]９　新しい地方経済・生活環境創生交付金等との重複の有無
提案する取組が、当該市町村が新しい地方経済・生活環境創生交付金等の他省庁の補助事業・交付金事業を活用して取り組む内容と重複してないか確認してください。
	新しい地方経済・生活環境創生交付金等との重複
	


· 重複している場合は「○」を記入してください。

	市町村名
	部署名
	担当者・連絡先等

	
	
	


※　事実を確認した市町村の部署名、担当者名・連絡先等を記載してください。

